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スポーツ活動における遠征等・移動時の事故防止の徹底について（通知）  

 

平素より、本協会の事業推進ならびに競技力の向上に多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

さて、報道等にありますとおり、他県において部活動の移動中に生徒が死亡するという重大

な事故が発生いたしました。尊い命が失われたことは極めて遺憾であり、スポーツに携わる者

として、今一度、安全管理のあり方を再考する必要があります。 

つきましては、各団体および関係諸機関におかれましては、スポーツ活動（大会、合宿、練

習試合等）に伴う選手の輸送に際し、下記事項に留意し、事故防止に向けた取り組みを徹底す

るよう、関係者への周知をお願いいたします。 

 

１．車両の点検・整備の徹底  

使用する車両（自家用車、レンタカー、マイクロバス等）について、運行前の点検を確実に

行い、安全な走行に支障がないことを確認すること。 

２．運転者の状況把握と安全運転の励行  

運転者の保有免許、健康状態、疲労度、睡眠時間等の状況を事前に把握し、無理な運行計画

を立てないこと。また、運転者に対して、時間的余裕を持った行動と交通ルールの遵守を徹底

させること。 

３．運行管理体制の見直し 

多人数を輸送する場合や長距離移動を伴う場合は、交代要員の確保や定期的な休憩の策定な

ど、組織として安全な輸送体制を整えること。 
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